
○

人
事
院
規
則
一
五
─
一
四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）

新
旧
対
照
表
（
本
則
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

正
規
の
勤
務
時
間
等
（
第
一
条
の
二
―
第
十
二
条
の

第
二
章

正
規
の
勤
務
時
間
等
（
第
一
条
の
二
―
第
十
二
条
の

二
）

二
）

第
三
章

宿
日
直
勤
務
及
び
超
過
勤
務
並
び
に
超
勤
代
休
時
間

第
三
章

宿
日
直
勤
務
及
び
超
過
勤
務
並
び
に
超
勤
代
休
時
間

（
第
十
三
条
―
第
十
六
条
の
三
）

（
第
十
三
条
―
第
十
六
条
の
三
）

第
四
章

休
日
の
代
休
日
（
第
十
七
条
）

第
四
章

休
日
の
代
休
日
（
第
十
七
条
）

第
五
章

休
暇
（
第
十
八
条
―
第
三
十
一
条
）

第
五
章

休
暇
（
第
十
八
条
―
第
三
十
一
条
）

第
六
章

矯
正
医
官
法
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の

割
振
り
等
（
第
三
十
一
条
の
二
・
三
十
一
条
の
三
）

第
六
章

雑
則
（
第
三
十
二
条
・
第
三
十
三
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
三
十
二
条
・
第
三
十
三
条
）

附
則

附
則

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
適
用
職
員
の
勤
務
時
間
の
割
振

割
振
り
の
基
準
等
）

り
の
基
準
等
）

第
二
条

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

第
二
条

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

職
員
は
、
皇
宮
警
察
学
校
初
任
科
、
航
空
保
安
大
学
校
又
は
気

職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
次
条
に
お
い
て
「
勤
務
時
間
法

象
大
学
校
の
学
生
と
す
る
。

第
六
条
第
三
項
適
用
職
員
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

一

給
与
法
別
表
第
七
研
究
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

（
試
験
所
、
研
究
所
そ
の
他
の
試
験
研
究
又
は
調
査
研
究
に

関
す
る
業
務
を
行
う
機
関
の
長
及
び
次
長
を
除
く
。
）

二

任
期
付
研
究
員
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を

定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員

三

試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
の
遂
行
を
支
援
す
る
業
務
に
従

事
す
る
職
員
（
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
試
験
研
究
に

関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
又
は
前
号
に
掲
げ
る
職
員
の

指
揮
監
督
の
下
に
業
務
の
相
当
の
部
分
を
自
ら
の
判
断
で
遂

行
す
る
職
員
に
限
る
。
）



四

給
与
法
別
表
第
十
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受

け
る
職
員
の
う
ち
、
調
査
、
研
究
又
は
情
報
の
分
析
を
主
と

し
て
行
う
職
員
そ
の
他
各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三

条
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

人
事
院
と
協
議
し
て
定
め
る
職
員

第
三
条

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時

（
新
設
）

間
の
割
振
り
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
六
時
間
以
上
と
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
休
日
（
勤
務
時
間
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
祝
日

法
に
よ
る
休
日
又
は
年
末
年
始
の
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
そ
の
他
人
事
院
の
定
め
る
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四

条
の
三
に
お
い
て
「
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

七
時
間
四
十
五
分
（
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
に
規

定
す
る
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
当
該

期
間
に
お
け
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
以
外
の

日
の
日
数
で
除
し
て
得
た
時
間
。
次
項
及
び
第
四
条
の
三
第

一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
こ
と
。

二

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま

で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
各
省
各
庁
の

長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め

定
め
る
連
続
す
る
五
時
間
は
、
当
該
部
局
又
は
機
関
に
勤
務

す
る
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に

共
通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る
こ
と
。

三

始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻
は
午
後

十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
各
省
各
庁
の
長
が

第
三
条

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時

始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
勤

間
の
割
振
り
は
、
始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の



務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
能
率
の
向
上
に
資
す
る
と

時
刻
は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
次
の

認
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号

各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基

に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
前
項
第
三
号
及
び
当
該
各
号

準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
勤
務
時
間
法

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と

が
で
き
る
。

一

給
与
法
別
表
第
七
研
究
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

一

前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員

次
に
掲

（
試
験
所
、
研
究
所
そ
の
他
の
試
験
研
究
又
は
調
査
研
究
に

げ
る
基
準

関
す
る
業
務
を
行
う
機
関
の
長
及
び
次
長
を
除
く
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
特
定
研
究
職
員
」
と
い
う
。
）
、
任
期
付

研
究
員
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採

用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
任
期
付
研
究
員

」
と
い
う
。
）
又
は
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
の
遂
行
を
支

援
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
（
特
定
研
究
職
員
の
う
ち
試

験
研
究
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
又
は
任
期
付
研
究

員
の
指
揮
監
督
の
下
に
業
務
の
相
当
の
部
分
を
自
ら
の
判
断

で
遂
行
す
る
職
員
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
基
準

イ

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
と
す
る
こ
と

イ

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
と
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十
五
分
と

。
た
だ
し
、
勤
務
時
間
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
祝
日
法

す
る
こ
と
。

に
よ
る
休
日
及
び
年
末
年
始
の
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と

総
称
す
る
。
）
そ
の
他
人
事
院
の
定
め
る
日
に
つ
い
て
は

、
七
時
間
四
十
五
分
（
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規

定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、

当
該
職
員
の
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
四

週
間
ご
と
の
期
間
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
当
該
期
間
に
お

け
る
同
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日

の
日
数
で
除
し
て
得
た
時
間
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
す
る
こ
と
。

ロ

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち
一
日
以
上

ロ

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち
一
日
以
上

の
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い

の
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い

て
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時

て
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時

間
三
十
分
以
下
の
範
囲
内
で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は

間
三
十
分
以
下
の
範
囲
内
で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は



機
関
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当

機
関
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当

該
部
局
又
は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の
号
の
基
準
に
よ
り
勤

該
部
局
又
は
機
関
に
勤
務
す
る
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号

務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る

ま
で
に
掲
げ
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る
こ
と

こ
と
。

。

二

給
与
法
別
表
第
十
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受

二

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員

次
に
掲
げ
る
基
準

け
る
職
員
の
う
ち
、
調
査
、
研
究
又
は
情
報
の
分
析
を
主
と

し
て
行
う
職
員
そ
の
他
各
省
各
庁
の
長
が
人
事
院
と
協
議
し

て
定
め
る
職
員

次
に
掲
げ
る
基
準

イ

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
四
時
間
以
上
（
各
省
各
庁

イ

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
四
時
間
以
上
（
各
省
各
庁

の
長
が
、
公
務
の
能
率
の
向
上
に
特
に
資
す
る
と
認
め
る

の
長
が
、
公
務
の
能
率
の
向
上
に
特
に
資
す
る
と
認
め
る

場
合
は
、
二
時
間
以
上
）
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
休
日

場
合
は
、
二
時
間
以
上
）
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
休
日

等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十
五
分
と
す
る
こ
と
。

そ
の
他
人
事
院
の
定
め
る
日
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十

五
分
と
す
る
こ
と
。

ロ

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時

ロ

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時

ま
で
の
時
間
帯
（
各
省
各
庁
の
長
が
、
公
務
の
能
率
の
向

ま
で
の
時
間
帯
（
各
省
各
庁
の
長
が
、
公
務
の
能
率
の
向

上
に
特
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜

上
に
特
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜

日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち
一
日
以
上
の
日
の
午
前
九
時
か

日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち
一
日
以
上
の
日
の
午
前
九
時
か

ら
午
後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
）
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を

ら
午
後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
）
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を

除
き
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
三
十
分
以
下
の

除
き
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
三
十
分
以
下
の

範
囲
内
で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら

範
囲
内
で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら

か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部
局
又
は
機
関

か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部
局
又
は
機
関

に
勤
務
す
る
こ
の
号
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振

に
勤
務
す
る
前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
に
共
通
す
る
勤

る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る
こ
と
。

務
時
間
と
す
る
こ
と
。

三

矯
正
施
設
（
矯
正
医
官
の
兼
業
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

【
参
考
】

（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規

（
矯
正
医
官
法
第
五
条
第
一
項
適
用
職
員
の
勤
務
時
間
の
割
振

定
す
る
矯
正
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
二

り
の
基
準
等
）

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
で
あ
る
矯
正
医
官
（
同
法
第
二

第
三
十
一
条
の
二

矯
正
医
官
法
第
五
条
第
一
項
の
人
事
院
規
則

条
第
二
号
に
規
定
す
る
矯
正
医
官
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及

で
定
め
る
矯
正
医
官
は
、
矯
正
施
設
の
長
で
あ
る
矯
正
医
官
以

び
第
十
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
矯
正
医
官
で

外
の
矯
正
医
官
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
も

あ
っ
て
、
矯
正
施
設
の
外
の
医
療
機
関
、
大
学
そ
の
他
の
場

の
（
第
四
項
に
お
い
て
「
矯
正
医
官
法
第
五
条
第
一
項
適
用
職

所
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る
調
査
研
究
若
し
く
は
情
報
の
収

員
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

集
若
し
く
は
交
換
又
は
矯
正
施
設
内
に
お
け
る
医
療
に
関
す

一

矯
正
施
設
の
外
の
医
療
機
関
、
大
学
そ
の
他
の
場
所
に
お



る
調
査
研
究
に
従
事
す
る
も
の

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で

け
る
医
療
に
関
す
る
調
査
研
究
又
は
情
報
の
収
集
若
し
く
は

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
休

交
換

憩
時
間
を
除
き
、
各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
連

二

矯
正
施
設
内
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る
調
査
研
究

続
す
る
二
時
間
が
そ
の
一
部
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た

２

矯
正
医
官
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の

だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十
五
分
と
す
る
こ

割
振
り
は
、
始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻

と
。

は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
月
曜
日
か

ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
に

お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め

定
め
る
連
続
す
る
二
時
間
が
そ
の
一
部
と
な
る
よ
う
に
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
休
日
そ
の
他
人
事
院
の
定
め
る

日
に
お
け
る
勤
務
時
間
は
、
七
時
間
四
十
五
分
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

（
削
る
）

２

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
適
用
職
員
が
行
う
申
告
（
勤
務

時
間
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
告
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
前
項
各
号
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
七
時
間
四
十
五
分
に
満
た
な

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
適
用
職
員

い
勤
務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
日
に
係
る
勤
務
時
間
法
第

の
申
告
ど
お
り
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て

し
、
当
該
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
と
業
務

は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
（
た

の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
別
に
人

だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び
第
二
号
又
は
第
二
項
各
号
（
休
日
等

事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が

に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
定
め
る
基

で
き
る
。

準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
必
要
な
場
合
と
し
て
人
事

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

院
の
定
め
る
場
合
に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定

合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
又
は
こ
の

に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の
定
め

項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
後
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
変

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
、

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
号
ロ
若
し
く
は
第
三
号
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
に
定
め

一

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
適
用
職
員
か
ら
あ
ら
か
じ
め

る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
又
は
こ
の
項



の
規
定
に
よ
り
割
振
り
を
変
更
さ
れ
た
後
の
勤
務
時
間
の
始

業
又
は
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
変
更
の
申
告
が
あ
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
に
変
更
す
る
と
き
。

二

前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
又
は
こ
の
項
の

規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更
の
後
に
生
じ
た
事

由
に
よ
り
、
当
該
勤
務
時
間
の
割
振
り
又
は
当
該
変
更
の
後

の
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
と
業
務
の
運
営
に
支
障
が
生

ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
別
に
人
事
院
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
変
更
す
る
と
き
。

第
四
条

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
職
員
の
申
告
は
、
前
条

に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
前
項
の
規
定
に
よ

る
申
告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申
告
」
と
い
う
。
）

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
勤
務
時

間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
係
る
申
告

当
該
申
告
を

考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ

る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、

別
に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

二

前
条
第
二
項
に
定
め
る
基
準
に
係
る
申
告

当
該
申
告
ど

お
り
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運

営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
又
は
こ
の

項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
後
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
員
か
ら
あ
ら
か
じ
め
前
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ



た
勤
務
時
間
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
割
振
り
を
変
更
さ

れ
た
後
の
勤
務
時
間
の
始
業
又
は
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
変

更
の
申
告
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
に

変
更
す
る
と
き
。

二

前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
又
は
こ
の
項
の

規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更
の
後
に
生
じ
た
事

由
に
よ
り
、
当
該
勤
務
時
間
の
割
振
り
又
は
当
該
変
更
の
後

の
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生

ず
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
変
更
す
る
と
き
。

４

申
告
並
び
に
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
及

び
前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更
は
、
そ
れ

第
四
条

申
告
並
び
に
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の

ぞ
れ
申
告
簿
及
び
割
振
り
簿
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
申
告
簿

割
振
り
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り

及
び
割
振
り
簿
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
総
長
が
定
め
る

の
変
更
は
、
そ
れ
ぞ
れ
勤
務
時
間
の
申
告
簿
及
び
勤
務
時
間
の

。

割
振
り
簿
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

２

勤
務
時
間
の
申
告
簿
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
簿
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
事
務
総
長
が
定
め
る
。

第
四
条
の
二

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
人
事
院
規
則
で
定

（
新
設
）

め
る
期
間
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
単
位
期
間
」
と
い
う
。

）
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時

間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
四
週
間
（
四
週
間
で
は
適
正
に
勤
務

時
間
の
割
振
り
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
人
事
院

の
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
一
週
間
、
二
週
間
又
は
三
週
間
）
と
し
、
同
条
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
く
週
休
日
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は

一
週
間
、
二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週
間
の
う
ち
職
員
が
選
択

す
る
期
間
と
す
る
。

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
及
び

勤
務
時
間
の
割
振
り
の
基
準
等
）



第
四
条
の
三

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
週

（
新
設
）

休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
に
加

え
て
設
け
る
週
休
日
は
、
単
位
期
間
を
そ
の
初
日
か
ら
一
週

間
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
（
単
位
期
間
が
一
週
間
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
期
間
。
次
号
に
お
い
て
「
区
分
期

間
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

二

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
四
時
間
以
上
と
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十
五
分
と
す
る

も
の
と
し
、
区
分
期
間
（
前
号
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
を
含

む
区
分
期
間
を
除
く
。
）
ご
と
に
つ
き
一
日
（
次
号
に
お
い

て
「
特
例
対
象
日
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
四
時
間
未

満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま

で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
一
日
に
つ
き

二
時
間
以
上
四
時
間
三
十
分
以
下
の
範
囲
内
で
各
省
各
庁
の

長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る

時
間
は
、
当
該
部
局
又
は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の
項
の
基
準

に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
例
対
象
日
を
定
め
た
職
員
の
当

該
特
例
対
象
日
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。

四

始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻
は
午
後

十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

２

第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
基

づ
く
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
第
六
条
第
三
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
六
条
第
四
項
」
と
、
「
第
一
項
第
一
号
（
た
だ

し
書
を
除
く
。
）
及
び
第
二
号
又
は
第
二
項
各
号
（
休
日
等
に

割
り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
第
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
（
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時

間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
三
号
」
と
、
同
条
第
四
項

中
「
第
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
四
項
」
と
、



「
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
若
し
く

は
第
三
号
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条

の
三
第
一
項
第
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
の
四

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
職
員
の
申
告
は
、

（
新
設
）

前
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

【
参
考
：
人
事
院
規
則
一
九
―
〇
（
職
員
の
育
児
休
業
等
）
】

（
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
手
続
）

第
五
条

（
略
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
以
下
こ
の

２

任
命
権
者
は
、
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
に
つ
い
て
、
そ
の

条
に
お
い
て
単
に
「
申
告
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
事

事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
請
求

由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
告
を

を
し
た
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

し
た
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で

で
き
る
。
た
だ
し
、
非
常
勤
職
員
が
前
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事

き
る
。

情
に
該
当
し
て
育
児
休
業
の
承
認
を
請
求
し
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
申
告
を
考
慮
し
て
前
条
第
一
項
第
一
号

の
基
準
に
よ
る
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
る

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
省
各
庁
の
長
は
、
で

き
る
限
り
、
当
該
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
が
申
告
ど

お
り
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
し
、
当
該
申
告
ど
お
り
に

週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
と
公
務
の
運
営

に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振

り
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
後
の
週
休
日
及
び

勤
務
時
間
の
割
振
り
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
員
か
ら
あ
ら
か
じ
め
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た

週
休
日
及
び
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
始
業
若
し
く
は
終

業
の
時
刻
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
後
の
週
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休
日
及
び
勤
務
時
間
の
始
業
若
し
く
は
終
業
の
時
刻
に
つ
い

て
変
更
の
申
告
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お

り
に
変
更
す
る
と
き
。

二

前
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
の

割
振
り
を
行
い
、
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
及
び

勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更
を
行
っ
た
後
に
生
じ
た
事
由
に

よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振

り
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
後
の
週
休
日
及
び
勤

務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る

と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
変
更
す
る
と
き
。

５

第
四
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
、
第
三
項
及
び
前
項
の

規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
申
告
並
び
に
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
申
告
並
び
に
同
条
第
三
項

」
と
、
「
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
週

休
日
の
設
定
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
並
び
に
同
条
第
四
項
」

と
、
「
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
」
と
あ
る
の
は
「
週
休
日
及
び

勤
務
時
間
の
割
振
り
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
の
五

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
の
人
事
院
規

（
新
設
）

則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
職
員
と
同
居
し

て
い
る
も
の
と
す
る
。

一

祖
父
母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹

二

職
員
又
は
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
別
表
第
二
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
父
母
と
同
様
の
関
係
に
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
職
員
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
子

と
同
様
の
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
人
事
院
が
定
め

る
も
の

２

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め

る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
又
は
学
校
教
育



法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
八
条
に
規
定

す
る
学
齢
児
童
を
養
育
す
る
職
員

二

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
配
偶
者

等
で
あ
っ
て
、
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
二
週
間
以
上

の
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の

を
介
護
す
る
職
員

第
四
条
の
六

第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設

【
参
考
：
人
事
院
規
則
一
九
―
〇
（
職
員
の
育
児
休
業
等
）
】

け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
職
員
は
、
前
条
第
二
項

（
育
児
休
業
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合
等
の
届
出
）

各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は

第
十
条

育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に

、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
各
省
各
庁
の
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
は
、
状
況
変
更
届
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
状

一

育
児
休
業
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合

況
変
更
届
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
総
長
が
定
め
る
。

二

育
児
休
業
に
係
る
子
が
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
場
合

３

第
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て

三

育
児
休
業
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
場
合

準
用
す
る
。

２

前
項
の
届
出
は
、
養
育
状
況
変
更
届
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

３

第
五
条
第
二
項
本
文
の
規
定
は
、
第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
四
条
の
七

第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設

け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
職
員
が
、
単
位
期
間
の

中
途
に
お
い
て
第
四
条
の
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該

当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
単
位
期
間
の
末

日
ま
で
の
間
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は

、
引
き
続
き
、
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
直
前
に
当
該

単
位
期
間
に
つ
い
て
設
け
ら
れ
た
週
休
日
及
び
割
り
振
ら
れ
た

勤
務
時
間
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
の
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職
員
の
週
休

（
特
別
の
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職
員
の
週
休

日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
基
準
等
）

日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
基
準
等
）

第
五
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
七
条
第
二
項
本
文

第
五
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
七
条
第
二
項
本
文

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
週
休
日
（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
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定
め
る
場
合
に
は
、
勤
務
日
（
勤
務
時
間
法
第
八
条
に
規
定
す

項
に
規
定
す
る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
勤
務
時

る
勤
務
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
引
き
続
き
十
二
日
を
超

間
の
割
振
り
を
定
め
る
場
合
に
は
、
勤
務
日
（
勤
務
時
間
法
第

え
な
い
よ
う
に
し
、
か
つ
、
一
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
る
勤

八
条
に
規
定
す
る
勤
務
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
引
き
続

務
時
間
が
十
六
時
間
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

き
十
二
日
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か
つ
、
一
回
の
勤
務
に
割

い
。

り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間
が
十
六
時
間
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）

（
休
憩
時
間
）

（
休
憩
時
間
）

第
七
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ

第
七
条

（
同
上
）

う
に
休
憩
時
間
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

お
お
む
ね
毎
四
時
間
の
連
続
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
（
勤

一

（
同
上
）

務
時
間
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
後
に
置
く
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
同
上
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に

２

（
同
上
）

よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
る
と
能
率
を
阻
害
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
号
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に

休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

一

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
連
続
す

一

（
同
上
）

る
正
規
の
勤
務
時
間
が
五
時
間
三
十
分
を
超
え
る
こ
と
と
な

る
前
に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
。

二

前
号
の
休
憩
時
間
の
終
わ
る
時
刻
か
ら
連
続
す
る
正
規
の

二

（
同
上
）

勤
務
時
間
が
五
時
間
三
十
分
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
前
に
休

憩
時
間
を
置
く
こ
と
。

３

前
項
の
規
定
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
又
は
第
四
項

３

前
項
の
規
定
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
二
号
中
「
前
号
の
休
憩
時

合
に
お
い
て
、
前
項
第
二
号
中
「
前
号
の
休
憩
時
間
の
終
わ
る

間
の
終
わ
る
時
刻
か
ら
」
と
あ
る
の
は
、
「
午
後
五
時
か
ら
午

時
刻
か
ら
」
と
あ
る
の
は
、
「
午
後
五
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

後
七
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

の
時
間
帯
に
お
い
て
、
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
同
上
）



（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
明
示
）

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
明
示
）

第
九
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
た
だ

第
九
条

（
同
上
）

し
書
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
り
、
勤
務
時
間
法
第
七
条
の
規
定
に

よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
、
勤
務
時
間
法

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
置
き
、
又
は
前
条
の
休
息

時
間
を
置
い
た
場
合
に
は
、
適
当
な
方
法
に
よ
り
速
や
か
に
そ

の
内
容
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
り
、
若
し
く
は
同
条
第
四
項
の
規
定

よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
り
、
又
は
週
休
日
の
振
替
等
を
行
っ

に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
り
、
又
は

た
場
合
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
に
対

週
休
日
の
振
替
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と

し
て
速
や
か
に
そ
の
内
容
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
に
対
し
て
速
や
か
に
そ
の
内
容
を
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

（
通
常
の
勤
務
場
所
を
離
れ
て
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
）

（
通
常
の
勤
務
場
所
を
離
れ
て
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
）

第
十
条

勤
務
時
間
法
第
十
条
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
勤
務
は

第
十
条

勤
務
時
間
法
第
十
条
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
勤
務
は

、
次
に
掲
げ
る
勤
務
（
人
事
院
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も

、
次
に
掲
げ
る
勤
務
（
人
事
院
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も

の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

職
員
が
一
日
の
執
務
の
全
部
を
離
れ
て
受
け
る
研
修

一

（
同
上
）

二

矯
正
医
官
が
行
う
施
設
外
勤
務
（
矯
正
施
設
の
外
の
医
療

二

矯
正
医
官
（
矯
正
医
官
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
矯

機
関
、
大
学
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
医
療
に
関
す
る
調
査

正
医
官
を
い
う
。
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ

研
究
又
は
情
報
の
収
集
若
し
く
は
交
換
を
行
う
勤
務
を
い
う

。
）
が
行
う
施
設
外
勤
務
（
矯
正
施
設
（
矯
正
医
官
法
第
二

。
）

条
第
一
号
に
規
定
す
る
矯
正
施
設
を
い
う
。
第
三
十
一
条
の

二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
外
の
医
療
機
関
、
大
学
そ

の
他
の
場
所
に
お
い
て
医
療
に
関
す
る
調
査
研
究
又
は
情
報

の
収
集
若
し
く
は
交
換
を
行
う
勤
務
を
い
う
。
）

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
等
）

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
等
）

第
十
二
条
の
二

第
三
条
、
第
四
条
、
第
四
条
の
三
か
ら
第
四
条

第
十
二
条
の
二

第
三
条
、
第
四
条
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び

の
七
ま
で
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
育

第
二
項
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
及
び

児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
二
十
二

育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て



条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育

い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）

児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
は
適
用
し
な
い
。

に
は
適
用
し
な
い
。

２

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
対
す
る
第
五
条
第
三
項
の
規
定

２

（
同
上
）

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
項
各
号
の
基
準
に
適
合
し

、
か
つ
、
週
休
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
週
休
日
」
と
す
る
。

（
介
護
休
暇
）

（
介
護
休
暇
）

第
二
十
三
条

勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
職
員
と
同
居
し
て
い

る
も
の
と
す
る
。

一

祖
父
母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹

二

職
員
又
は
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
別
表
第
二
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
父
母
と
同
様
の
関
係
に
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
職
員
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
子

と
同
様
の
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
人
事
院
が
定
め

る
も
の

第
二
十
三
条

勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で

２

勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期

定
め
る
期
間
は
、
二
週
間
以
上
の
期
間
と
す
る
。

間
は
、
二
週
間
以
上
の
期
間
と
す
る
。

２

介
護
休
暇
の
単
位
は
、
一
日
又
は
一
時
間
と
す
る
。

３

介
護
休
暇
の
単
位
は
、
一
日
又
は
一
時
間
と
す
る
。

３

一
時
間
を
単
位
と
す
る
介
護
休
暇
は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業

４

一
時
間
を
単
位
と
す
る
介
護
休
暇
は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業

の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
た
四
時

の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
た
四
時

間
の
範
囲
内
と
す
る
。

間
の
範
囲
内
と
す
る
。

（
削
る
）

第
六
章

矯
正
医
官
法
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時

間
の
割
振
り
等

（
矯
正
医
官
法
第
五
条
第
一
項
適
用
職
員
の
勤
務
時
間
の
割
振

り
の
基
準
等
）

第
三
十
一
条
の
二

矯
正
医
官
法
第
五
条
第
一
項
の
人
事
院
規
則

で
定
め
る
矯
正
医
官
は
、
矯
正
施
設
の
長
で
あ
る
矯
正
医
官
以

外
の
矯
正
医
官
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
も

の
（
第
四
項
に
お
い
て
「
矯
正
医
官
法
第
五
条
第
一
項
適
用
職



員
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

一

矯
正
施
設
の
外
の
医
療
機
関
、
大
学
そ
の
他
の
場
所
に
お

け
る
医
療
に
関
す
る
調
査
研
究
又
は
情
報
の
収
集
若
し
く
は

交
換

二

矯
正
施
設
内
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る
調
査
研
究

２

矯
正
医
官
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の

割
振
り
は
、
始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻

は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
月
曜
日
か

ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
に

お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め

定
め
る
連
続
す
る
二
時
間
が
そ
の
一
部
と
な
る
よ
う
に
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
休
日
そ
の
他
人
事
院
の
定
め
る

日
に
お
け
る
勤
務
時
間
は
、
七
時
間
四
十
五
分
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

第
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、

矯
正
医
官
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割

振
り
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

前
二
項
の
規
定
は
、
矯
正
医
官
法
第
五
条
第
一
項
適
用
職
員

で
あ
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
は
適
用
し
な
い
。

（
休
憩
時
間
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
三
十
一
条
の
三

矯
正
医
官
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
矯
正
医
官
に
つ
い
て
の
第
七
条
第

三
項
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
中
「
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
、

「
矯
正
医
官
法
第
五
条
第
一
項
」
と
す
る
。

第
六
章

雑
則

第
七
章

雑
則

（
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
の
別
段
の
定
め

（
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
及
び
第
六
章
の
規
定
に
つ
い
て
の

）

別
段
の
定
め
）

第
三
十
二
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
業
務
若
し
く
は
勤
務
条
件
の

第
三
十
二
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
業
務
若
し
く
は
勤
務
条
件
の

特
殊
性
又
は
地
域
的
若
し
く
は
季
節
的
事
情
に
よ
り
、
第
三
条

特
殊
性
又
は
地
域
的
若
し
く
は
季
節
的
事
情
に
よ
り
、
第
三
条



、
第
四
条
の
三
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
か
ら
第

第
一
項
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

三
項
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条

で
（
同
項
の
規
定
を
前
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

合
を
含
む
。
）
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十

よ
る
と
、
能
率
を
甚
だ
し
く
阻
害
し
、
又
は
職
員
の
健
康
若
し

六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第

く
は
安
全
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
人
事
院
の
承

三
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
と
、
能
率
を
甚
だ
し
く

認
を
得
て
、
週
休
日
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
週
休
日
の
振
替

阻
害
し
、
又
は
職
員
の
健
康
若
し
く
は
安
全
に
有
害
な
影
響
を

等
、
休
憩
時
間
、
休
息
時
間
、
宿
日
直
勤
務
、
超
勤
代
休
時
間

及
ぼ
す
場
合
に
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
週
休
日
、
勤
務

の
指
定
又
は
代
休
日
の
指
定
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ

時
間
の
割
振
り
、
週
休
日
の
振
替
等
、
休
憩
時
間
、
休
息
時
間

と
が
で
き
る
。

、
宿
日
直
勤
務
、
超
勤
代
休
時
間
の
指
定
又
は
代
休
日
の
指
定

に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



○

人
事
院
規
則
一
五
─
一
四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）

読
替
表
（
第
四
条
の
三
及
び
第
四
条
の
四
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

読

替

後

読

替

前

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）

３

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
七
時
間
四
十
五
分
に
満
た
な
い
勤

３

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
七
時
間
四
十
五
分
に
満
た
な
い
勤

務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
日
に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四

務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
日
に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の

項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
（
休
日
等
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）

割
り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
三
号
に
定
め

及
び
第
二
号
又
は
第
二
項
各
号
（
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に

る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

４

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
必
要
な
場
合
と
し
て
人
事
院
の

４

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
必
要
な
場
合
と
し
て
人
事
院
の

定
め
る
場
合
に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く

定
め
る
場
合
に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
第
四
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と

り
、
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
若
し
く
は

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
三
号
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
同
上
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）

４

第
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
申
告
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規

４

申
告
並
び
に
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
前

定
に
よ
る
週
休
日
の
設
定
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
並
び
に
同
条
第

項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更
は
、
そ
れ
ぞ
れ
申
告

四
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更
は
、

簿
及
び
割
振
り
簿
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
申
告
簿
及
び
割
振
り
簿

そ
れ
ぞ
れ
申
告
簿
及
び
割
振
り
簿
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
申
告
簿

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
総
長
が
定
め
る
。

及
び
割
振
り
簿
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
総
長
が
定
め
る
。



○

人
事
院
規
則
一
〇
―
一
一
（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
並
び
に
深
夜
勤
務
及
び
超
過
勤
務
の
制
限
）

新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
育
児
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）

（
育
児
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）

第
三
条

各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規
定
す
る
各
省
各

第
三
条

各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規
定
す
る
各
省
各

庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
勤
務
時

庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
が
そ
の
子

間
法
第
六
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り

を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が

振
ら
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
が
そ
の
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し

あ
る
場
合
を
除
き
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員

た
場
合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
人
事
院

に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅

出
勤
務
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

一

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員

一

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員

二

小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
子
の
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
人
事
院

二

小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
子
の
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
人
事
院

の
定
め
る
も
の

の
定
め
る
も
の

（
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
並
び
に
深
夜
勤
務
及
び
超
過

（
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
並
び
に
深
夜
勤
務
及
び
超
過

勤
務
の
制
限
）

勤
務
の
制
限
）

第
十
三
条

第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
（
第
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第

第
十
三
条

第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
（
第
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第

四
号
、
第
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
九
条
並
び
に
前
条

四
号
、
第
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
九
条
並
び
に
前
条

第
一
項
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第

第
一
項
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
を
介
護
す

一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
を
介
護
す

る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
中
「

る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
中
「

次
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規

次
に
掲
げ
る
職
員
が
そ
の
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
勤
務
時
間
法

定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者

第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る

」
と
い
う
。
）
の
あ
る
」
と
、
「
そ
の
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「

者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護



当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
八
条
第

者
を
介
護
」
と
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
八
条
第
一
項
第
一
号

一
項
第
一
号
及
び
前
条
第
一
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要

及
び
前
条
第
一
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
」
と

介
護
者
」
と
、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
八
条
第
一
項
第
二
号
及

、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
前
条
第
一

び
前
条
第
一
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
又
は
養
子
縁
組
の
取
消
し
に

項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
又
は
養
子
縁
組
の
取
消
し
に
よ
り
当
該
請

よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「

求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と

要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
」

当
該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
」
と
、
第
六
条

と
、
第
六
条
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る

中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
（
職
員

職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
に
お

の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
に
お
い
て
常
態
と

い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て

し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
院
の
定

人
事
院
の
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除

め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
当
該

く
。
）
が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、
及
び
第
十
条
中
「
小
学
校
就

子
を
養
育
」
と
あ
り
、
及
び
第
十
条
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達

学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
」
と

す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
要

あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と

介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、
第
十
一
条
第

、
第
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
中
「
第
九
条
又

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
中
「
第
九
条
又
は
前
条
の
」
と

は
前
条
の
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
の
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
な
ら

あ
る
の
は
「
前
条
の
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る

合
に
お
い
て
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期
間
と
前
条
の

期
間
と
前
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期
間
と
が
重
複
し
な
い
よ

規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期
間
と
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
」
と
、
同

ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び

条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
九
条
又
は
前
条
に
」
と
あ
る
の
は
「

第
三
項
中
「
第
九
条
又
は
前
条
に
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
に
」
と
、

同
条
に
」
と
、
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
九
条
又
は
第
十
条

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
九
条
又
は
第
十
条
」
と
あ
る
の
は

」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
」
と
、
同
項
中
「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の

「
第
十
条
」
と
、
同
項
中
「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
一

は
「
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「

号
又
は
第
二
号
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
」
と
読
み

同
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

替
え
る
も
の
と
す
る
。



○

人
事
院
規
則
一
〇
―
一
一
（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
並
び
に
深
夜
勤
務
及
び
超
過
勤
務
の
制
限
）

読
替
表
（
第
十
三
条
関

係
）

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

読

替

後

読

替

前

（
育
児
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）

（
育
児
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）

第
三
条

各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規
定
す
る
各
省
各

第
三
条

各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規
定
す
る
各
省
各

庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第
一

庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
勤
務
時

項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要

間
法
第
六
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り

介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
あ
る
職
員
（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項

振
ら
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
が
そ
の
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し

又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
職
員
を
除

た
場
合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
人
事
院

く
。
）
が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅

、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
人
事
院
の
定
め
る
と

出
勤
務
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
を
さ

せ
る
も
の
と
す
る
。

一

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員

一

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員

二

小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
子
の
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
人
事
院

二

小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
子
の
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
人
事
院

の
定
め
る
も
の

の
定
め
る
も
の



○

人
事
院
規
則
一
九
─
〇
（
職
員
の
育
児
休
業
等
）

新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
育
児
休
業
法
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
人
事
院
規
則
で
定

（
育
児
休
業
法
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
人
事
院
規
則
で
定

め
る
勤
務
の
形
態
）

め
る
勤
務
の
形
態
）

第
十
九
条

育
児
休
業
法
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
人
事
院
規

第
十
九
条

育
児
休
業
法
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
人
事
院
規

則
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区

則
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
勤
務
の
形
態
（
同
項
第
一
号

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
勤
務
の
形
態
（
同
項
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
を
除
く
。
）
と
す
る

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
を
除
く
。
）
と
す
る

。

。

一

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職

一

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
又
は
矯
正
医
官
法
第
五
条
第

員

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
週
休
日
（
同
条
第
一
項
に
規
定

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

日
曜
日
及
び
土
曜
日

す
る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と

を
週
休
日
（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休

し
、
又
は
日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
月
曜
日
か
ら
金
曜
日

日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
又
は

ま
で
の
五
日
間
の
う
ち
の
二
日
を
週
休
日
と
し
、
四
週
間
ご

日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五

と
の
期
間
（
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
の
全

日
間
の
う
ち
の
二
日
を
週
休
日
と
し
、
四
週
間
ご
と
の
期
間

て
を
四
週
間
ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ

に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九
時
間
二
十
五
分

っ
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
育
児
短

、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四

時
間
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
を
一
週
間
、
二
週
間
、
三

時
間
三
十
五
分
と
な
る
よ
う
に
、
か
つ
、
一
日
に
つ
き
午
前

週
間
又
は
四
週
間
に
区
分
し
た
各
期
間
）
に
つ
き
一
週
間
当

七
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
二
時
間
以
上
勤
務

た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十

す
る
こ
と
。

五
分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と

な
る
よ
う
に
、
か
つ
、
一
日
に
つ
き
午
前
七
時
か
ら
午
後
十

時
ま
で
の
間
に
お
い
て
二
時
間
以
上
勤
務
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）
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